
 

 
 
 
 
 
５、坊農 勝彦 助役の陳述書（抜粋） 

 平成２６年１１月２日２３時８分頃、７００系新幹線電車の仕業検査を担当していた島津社員は、

１号車運転台にて、ＡＴＣチヤー卜の印字内容確認を行った後、記録器のスナップスイッチ［ＯＮ］

位置の確詔、及び紙押えレバー「上」位置の確認を行い、「スナップスイッチ『ＯＮ』、紙押えレバ

ー『上位置』ヨシ」と指差確認喚呼を行うべきところ、これらを行わなかったため、私は島津社員

に対して注意指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６、丹藤 裕一 助役の陳述書（抜粋） 

 平成２６年１１月８日、Ｎ７００Ａ新幹線電車の仕業検査を担当していた島津社員は、作業実績

書の「前頭部外板点検」項目に作業時間を記入すべきところ、これを行わなかったため、同日１９

時３３分頃、仕業申告詰所において、私は島津社員に対して注意指導を行いました。 
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島津さん裁判・本人訴訟Ⅱ 
こんなウソを非違行為として報告していた！ 

［１号車運転台にて］ 

坊 農：確認喚呼抜けてますよ。 

島 津：えっ。 

坊 農：チャート確認後、スナッブスイッチＯＮ、紙押さえレバー上位置ヨシの喚呼や

ね。 

島 津：ここでするんやったっけ。 

坊 農：ここと、後でチェックシート記入する時の対面チェック時。 計２回確認喚呼

があります。 

島 津：あっ、そっかそっか。 

［仕業申告詰所にて］ 

丹 藤：島津さん。提出前のﾁｪﾂｸｼｰﾄ確認やった？ 

（Ｇ１４編成の作業実績書を見せながら） 

島 津：（作業時間が書いていないのに気づき）しまった。 

丹 藤：後確認はした？ 

島 津：忘れてました。 

丹 藤：しっかりしてくださいね。 

島 津：すみません。（作業時間を追記する） 

 


